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現状の著作権制度の問題点



問題点をまとめると

Å規制対象が広すぎる（広がりすぎた）

Å法律を守るためのコストが高すぎる

Å現状の技術環境（の動向）に合っていない

の大きく３つ



規制対象の多様化

Å分野の多様化
ï小説、音楽、映画、ソフトウェア、データベース、科学

論文Χその対象範囲は広く、それぞれの経済事情は
全く異なる

ïたとえば、ライフサイクル

ïたとえば、消費行動

Å経済価値の多様化
ï3D映画から落書きまで

Å権利者の多様化
ï特に、CGMが出てきてアマチュア作家の活躍が広が

るにつれて、問題は深刻化



なぜ？

Åもともとは、小説や映画などの商業コンテンツ
を念頭においた制度

Åソフトウェアやデータベースの保護について
は、大議論の末、「保護のためのコストが安
い」ことから、米国をきっかけになし崩し的に
著作権の傘下に入ることに

Åさらに、インターネットの拡大で、作品を広く公
表するクリエーターの層が多様化
ïそれまでは、内輪での公表が主流



コストの増加

Å参加者増加

ï業界法からお茶の間法へ

Å作品数増加

Å共同著作、二次的著作の増加

ï全員OKでないとダメな制度

ï確率は2乗分の1の確率で減っていく

Åその背景は技術的変化

ïあらゆる行為は「複製」である！？



複製範囲の拡大

Åデジタル技術の浸透により「複製」が利用の
前提として必須となった。
ï具体的には、米国のMAI Systems Corp. v. Peak Computer, 

Inc., 991 F. 2d 511, 519 (9th Cir. 1993), cert. Dismissed, 510 
U.S. 1033 (1994)では、ソフトウェアをコンピュータのＲＡＭ
にローディングする行為が著作権法上の「複製」に該当す
ると判示。

ï日本では、いわゆる「一時的複製」が著作権法上の「複
製」に該当するかについて長い議論があったが、平成21
年度著作権法改正により、コンピュータの情報処理の過
程において「当該情報処理を円滑かつ効率的に行うため
に必要と認められる限度」でのみ著作物の利用が可能
（47条の8）とされた。
ï文化庁は「確認的」な規定としているがΧ



49条1項7号－オフラインでキャッシュ
を見たら違法！？

Å七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成さ
れた著作物の複製物（＝キャッシュ）を、当該著作物
の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、
又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受

信（当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に
行われるものである場合にあつては、当該送信の
受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行
為）をしないで使用して、当該著作物を利用した者

Å結果的には、この49条のために、状況は米国に一
歩近づいてしまった



著作権の権利関係の複雑化

Åデジタル技術の発展・普及により、著作物の翻案
（二次的著作物の創作）が容易に（リミックス文化）

Åインターネットの発達により共同での著作物の創作
も増加 Ҧ 共有著作物の増加

Å結果として、複数権利者が存在する著作物の数が
飛躍的に増大

Å日本では、すべての権利者から許諾がなければ合
法に利用できないため、取引費用が増大。

ÅＣｆ．米国の共有著作物の非独占的ライセンスは単
独で付与できる



流通総量の増加

Åインターネットの発達により、著作物の公衆送
信等が容易・安価に

Åその結果、流通・利用される著作物の数の増
加、利用者の増加、利用行為の増加、複数
権利者著作物の増加などの現象

Å多くの利用者は資力の小さい一般ユーザー

Åその結果、相対的に、著作物の権利処理費
用の上昇（費用倒れとなる著作物利用の増
加）（「持てる者と持たざる者の格差」）

Åまた、社会における著作権の総コストの増加



加えて、自由と規制のバランスが
崩れ始めている

～著作権と表現の自由（憲法21条）
との関係は～



表現の自由に対する
著作権法におけるバランス・ツール

Å規制の範囲外の行為
ïアイディア・事実（客体）
ï情報へのアクセス・視聴（行為）は自由
ïつまり、情報のインプットは自由

Å規制の例外の行為
ï日本においては30条以下
ï米国では107条以下（もっとも有名なものが107条

のFair Use）

Å著作権期間の制限
ïインセンティブを与えるのに必要な期間を過ぎた

後はPublic Domainとなる



バランスの変化～自由の縮小

Å規制外の行為が「規制内」に？

ïアクセスに伴なう複製も「複製」ならインプットは自
由ではない!?

ï写真や音楽における「アイディア」って何？

Å例外規定の厳格運用

ï日本では伝統的に「厳格に」解釈するとされてき
た（近年では、裁判所に疑問を呈されつつある）

ï米国ではフェア・ユースの範囲の縮小が話題に

Å著作権期間の延長
ï著作権はどんどん延長され、自由が縮小



著作権期間延長をめぐるバトル

Åディズニーも、グリム童話（著作権期間が切
れたあとの著作物）をもとに映画を沢山作っ
ている。

Å一定期間をすぎた古い著作物は、社会の公
共財産として還元する（投下資本を回収する
期間だけ保護すればよい）という制度設計

Åところが、先進国は著作権期間をどんどん延
長（米国では、78年に保護期間を19年間延長、
98年には20年間延長。つまり、最近は20年ご
とに20年延長＝永遠に切れない？）



メリットとデメリット
（http://thinkcopyright.org/）

Å創作意欲が高まる？過去の作品の創作はも
う済んでいる？すでに十分長い？

Å世界標準に合わせるべきか？何が日本に最
善か考えるべきか？

Å著作権を保護したほうが流通する？保護しな
いほうが流通する？

Å詳しくは、以下を参照
http://thinkcopyright.org/reason.html



著作権期間延長をめぐるバトル
Å2007年度文化審議会内に設置された「過去の著作

物等の保護と利用に関する小委員会」で検討

Å延長に対する危惧や懸念は延長を求める意見を大
きく上回り、同小委員会は2009年1月「延長問題を

めぐっては、著作権制度全体について更に議論を
深める必要がある」との報告を公表

Åところが、2010年JASRAC70周年記念式典で「70年延
長」発言が鳩山首相から飛び出す

Å現在、文化庁審議会の「基本問題小委員会」で継続
審議中



権利者探しの罠

Å権利者データベースの不存在

Å権利者を探して許可をとらなければならない
のに、権利者がどこにいるか分からない

ï最近でも、冬ソナのDVDが発売延期になった

ï幻の映画、ドラマは多数

Å不可能を強いることに

ï一つ一つの利用コストは低減

ï処理コストは増加

Åその原因はベルヌ条約の無方式主義





個人的な意見としては

Å今でも十分長いと思う

Åもしも、どうしても延長したいのなら、延長によ
る弊害を解消する手当を同時に導入すべき

Åたとえば、希望者延長制度（登録制）にしては
どうか？

Åこれにより、「一部の権利者を守るために延
長を望まない多数の著作物が死蔵される」問
題は解消するのでは？



デジタル技術と著作権のねじれ

Åデジタル技術とは、複製、改変、頒布をできる
だけ安価に促進するための技術

Å一方、著作権はすべてをトリガーにしている

Å技術者の理想は権利者の悪夢？

Å衝突が起きるのは、ある意味で必然

Åますます道具が便利になり、簡単にもなった
が危険にもなった。デジタル技術は、諸刃の
剣である。



たとえば
Åオンライン配信は便利だけど、誰にでもできる

（たとえば、P2Pの違法配信も可能。）

Å映画制作、編集も安価に。改変も安価に。

Å目には目を、デジタルにはデジタルで、ということ
で、デジタルは、自由に使う方向にも使えるが、
管理する方向にも使える
ïDRM （Digital Rights Management、ᾨ ᶋ

）の導入

ïこれまでにはできなかった視聴行為の遠隔管理も可
能

ïDRM保護法をさらに追加



～私見～
著作権制度は知識・創作と密接関連

Å制度を現状維持しても、商業コンテンツは今後の打開策を見
つけ出す（かもしれない）

Åしかし、過去の著作物（すでに権利者不明）や、個人の利用
（現状の権利処理を行う体力がない）は、今の制度のままで
は「違法だらけ」から抜け出せない

Å「表現」と「知識・事実」は別だといっても、実際には、表現を
通じてしか人は刺激を受けられない

Å豊かな情報に接することが豊かな人間をつくるのでは？

Åインスピレーションは厳しく許諾を取る文化からは生まれてこ
ない

Å「お互いに使い合う」文化のほうが「お互いに禁止しあう」文
化よりも豊かではないか？



なんでこんなことになったのか？



なんでこんなことに？そもそも

Åそもそもの著作権の始まり

Å現在の枠組みはベルヌ条約

ïその思想は？（アイディア保護せず、一方で、当
時の通信状況を考えて、外国の著作権者の登録
×）

ï時代背景は？

ï前提となっていたビジネスモデルは？

Å当時は、当時の技術水準を受けて、それなり
にバランスを取っていた制度設計だった





著作権法の骨子を定めたベルヌ条約
（1886年合意、日本は1899年加盟）

Copy（X）＝Copyright

その時代背景は、活版印刷術。複製が産業の要
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ところが

Å20世紀 まだパッケージの時代

Å20世紀末から21世紀 オンラインの時代

Å前提が大きく崩れてしまった

ïインプットはもはやフリーではない

ïシュリンクラップ、DRMなどでの囲い込み



馬車の時代の法律を宇宙船時代に
使っているなんてナンセンス！？

Åしかし、基本構造は変えられない（オープン・エン
ドでない）

Åベルヌ条約は、加盟国（現在163カ国が加盟）の
全員一致でなければ変更できない（27条3項）
ï現在の南北対立の激しい状況では、全員一致は相

当困難

Åその後、むしろ、TRIPS協定（1994年）、WIPO条約
（1996年）によって、見直すどころか、強化の波
がΧ

Åその震源は米国のハリウッド



ハリウッドが世界を動かす

Åそもそも、ハリウッドをめぐる政治状況は特殊

ï民主党 v 共和党が機能していない

ï通常は消費者・労働者の味方とされる民主党がハリ
ウッドを票田にしているため、政党間対立が起こりに
くい

Åハリウッドｖ シリコンバレー（学者・図書館連
合）の対立

Åハリウッドでは、国内の反対勢力に対する説得
工作として、条約を用いた戦略を早くから採用



1996年WIPO条約の例

ÅClinton Administration, GREEN PAPER（1994）

ÅClinton Administration, WHITE PAPER(1995）

Åこれに基づいて、DRM保護法などの国内立法を試
みるも、挫折

Åその後、WIPOでのロビイングへ

Ҧ1996年にWIPO Copyright Treaty成立

Å1998年The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
成立

Åその結果、世界中がDMCA類似の法律を定めなけ
ればならないことに



DRMのビジネス上・法律上の位置づけ

目には目を、技術には技術を？

しかし、バランスを間違えると

そもそも商品として成り立たない危険

要は、

海賊版対策に使おうと思わないこと、

総合的な対策の一部だと理解すること



DRMの定義

ÅDRM（Digital Rights Management)は広い概念であり、
技術的保護手段（Technological Protection 
Measures)のほかに、決済システムやコンテンツ管
理システムなどを含むもの

Å決済やコンテンツ管理まで目を広げれば、DRMはe
コマースでは、無くてはならない要素

Åしかし、通常は、著作権保護技術としての技術的保
護手段の代名詞としてもしばしば用いられる

Å①どの程度利用者のコンテンツ利用の自由度を制
限するか、②どの程度透明性があるか、③プライバ
シーの保護、の3つが問題の中心



DRMの良い点

Åより決め細やかな条件設定・価格設定が可
能

Å（裸のコンテンツに比べて）違法行為がしにく
くなり、コンテンツの市場を守ることができる

ÅDRMを破る行為については、法的な保護が
与えられているため、侵害を早い段階で違法
にすることができる（ただし、米国では、逆に
権利行使の行き過ぎが問題化しているので、
権利者適切な対応も必要）



DRMの危険な点

ÅDRMの設計を誤ると、違法目的の利用者だけでは
なく、正直な利用者の利用に対しても負荷をかける
結果となり、商品の売れ行きを下げる結果となった
り、サービス・コストがかさんでビジネス設計が難しく
なる
ÅDRMの行うことが消費者から明確ではない場合に

は、商品の説明として不十分となるリスク

Åあまりに技術に対する法的保護に期待しすぎると、
技術開発を損なうことになり、結果的には権利者の
ためにもならない

Å個人情報を集めすぎ、通信の秘密やプライバシーな
どの問題を生じる可能性がある



米国でのDRMに関連する事件

Åセキュリティ分野の研究者（Ed Feltenプリンストン大
学教授)にDMCA違反というレターを送付し、結果とし
て、優秀なセキュリティ技術の研究者の多くを著作
権保護技術の研究から遠ざける結果となってしまっ
た（その裏には、著作権技術に対する広すぎる法的
な保護の問題がある）

ÅSony Rootkit事件（コピーコントロールCDに、消費者
には告げていなかったソフトウェアが紛れ込んでお
り、消費者の利用動向を無断で報告したり、新しい
セキュリティホールを作り出すなどの問題が生じ、集
団訴訟に発展



DRMを活用する場合のバランス
ÅDRMで達成したい目標をどこにおくか（一般消費者

が正しく行動することに目標をおく。決して、海賊版
業者や悪意ある技術者をターゲットにしない）

Å技術だけ、法律だけに頼らない。複数の手段を複合
的に組み合わせて侵害を減らし、売上を伸ばすの
が、トータルでは経済的に最も利益が出る

Åプロの海賊版業者や悪質な人は、どんなに技術的
レベルを高くしても、必ずこれを破ってくる、という事
実を認め、これらの人たちへの対策を技術のみで行
おうとしない

Å地デジの業界規制のコピー・ワンス・ルール（コピー
１回ルール）についても、見直し？



現在では、米国が通商条約活用中

ÅWIPOの機能不全
ïブラジル、中国などの反対

Å通商条約は、他の条件と抱合せにできるため、
交渉における材料が増える

Å通商条約は、政府間の秘密交渉が可能
ï事前に条文案を世間に公表しなくてよい

ï条約の中身について、識者から批判を浴びにくい

Å現在の問題は模倣品・海賊版拡散防止条約
（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）



このような著作権の現状を
どう改善すればよいか？

ここから次回


